
実施要領等修正箇所 

01_男鹿市実施要領 

当該箇所 修正前 修正後 

１ページ 

２ 公募型プロポーザル方式 

③スタートアップの提供するサービス（株式会社 FiNC 

Technologies 社の健康アプリ「FiNC」などのサービス、

ノウハウの活用を想定）であること 

削除 

１ページ 

3 委託概要 

（４） 見積限度額 総額 6,500,000 円（税込） 

        ※見積額にはインセンティブ費として

1,000,000 円を含む。 

（４） 見積限度額 総額 6,500,000 円（税込） 

         ※見積額にはインセンティブ費用として

1,000,000 円を含む。 

         ※インセンティブ費用には、手数料を含め

ない。 

２ページ 

４ 参加資格要件 

(７) 国又は地方公共団体の発注による本業務の内容と同

種の業務又は類似の業務を過去３年以内において、元請

として受注した実績を有する者であること。 

(７) 国又は地方公共団体の発注による本業務の内容と同種の

業務又は類似の業務を過去３年以内において、元請として

受注した実績を有する者であること。 

ただし、元請けとして受注した実績がない場合であって

も、参加資格要件を全て満たす者（健康管理アプリ開発者

等）と密接に連携し、実績がある者と同様のシステム及び

サービスを提供できる者も参加できることとする。 

２ページ 

５ 参加表明書兼誓約書の提出 

(２) 提出期限 令和７年５月７日（水曜日） 

午後５時まで 

（２） 提出期限 令和７年６月２４日（火曜日） 

午後５時まで 

３ページ 

６ 質問書の受付及び回答 

5 により参加表明書兼誓約書を提出した者は、次のとおり質

問することができる。 

(１) 提出書類 公募型プロポーザルに関する質問書（様式

5） 

当該プロポーザルに参加を希望する者は、次のとおり質問する

ことができる。 

(１) 提出書類 公募型プロポーザル参加表明書兼誓約書（様

式１） 
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(２) 提出期限 令和７年４月２４日（木曜日） 

午後５時まで 

（中略） 

(５) そ の 他 提出された質問に対しては、令和７年４月

３０日（水曜日）までに、参加表明書を提出した者全

員に質問者名を伏せた形式で回答します。質問に対す

る回答は、実施要領や業務仕様書の追加又は修正とみ

なす。 

公募型プロポーザルに関する質問書（様式 5） 

(２) 提出期限 令和７年６月１２日（木曜日） 

午後５時まで 

（中略） 

(５) そ の 他 提出された質問に対しては、令和７年６月１

８日（水曜日）までに、参加表明書を提出した者全員に質

問者名を伏せた形式で回答します。質問に対する回答は、

実施要領や業務仕様書の追加又は修正とみなす。 

３ページ 

７ 企画提案書の提出について 

(１) 提出期限 令和７年５月１４日（水曜日） 

午後５時まで 

（中略） 

(４) その他 詳細は公募型プロポーザル実施要領のとお

りです。 

(１) 提出期限 令和７年７月３日（木曜日） 

午後５時まで 

（中略） 

(４) その他 詳細は公募型プロポーザル実施要領のとおりで

す。また、04_別紙１_機能要件等一覧（健康ポイント_モデ

ル仕様書）及び 05_別紙 2 非機能要件一覧（健康管理アプ

リ）の解答欄に対応可否等を記入し提出してください。 

３ページ 

９ 企画提案書等の審査 

(１) 日 時 令和 7 年 5 月２２日（木曜日） （１） 日 時 令和 7 年７月１０日（木曜日）午後 

        ※詳細な時間等は、7 月 4 日以降にお知らせ

します。 

４ページ 

12 参加に関する留意事項 

（２） 提出された書類は、その理由の如何に関わらず返却

しない。ただし、本市が必要とする場合は、追加書類

の提出を求めることや記載内容に関する聞き取り調

査を行うことがある。 

（２） 提出された書類は、その理由の如何に関わらず返却し

ない。ただし、本市が必要とする場合は、追加書類の提

出を求めることや記載内容に関する聞き取り調査を行う

ことがある。 
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02_仕様書_令和 7 年度男鹿市健康アプリ導入及び運用等業務仕様書 

当該箇所 修正前 修正後 

1 ページ 

2 業務委託の目的 

③スタートアップの提供するサービス（株式会社 FiNC 

Technologies 社の健康アプリ「FiNC」などのサービス、

ノウハウの活用を想定）であること 

削除 

1 ページ 

3 履行期間 

サービス構築等業務：契約締結日から令和７年９月３０日

まで 

サービス運用等業務：令和７年１０月１日から令和８年３

月３１日まで 

サービス構築等業務：契約締結日から令和７年１０月３１

日まで 

サービス運用等業務：令和７年１１月１日から令和８年３

月３１日まで 

2 ページ 

5 業務概要 

(４) 利用方法 

管理者は、専用の端末や回線を必要とせず、インターネッ

ト環境で管理システムを利用可能なものとし、Google 

Chrome Ver 122.0.6261.95（64 ビット）以上のバージョン

に対応していること。インターネット系環境は、LGWAN 環

境から仮想ブラウザで接続している。 

管理者は、専用の端末や回線を必要とせず、インターネッ

ト環境で管理システムを利用可能なものとし、Google 

Chrome Ver 122.0.6261.95（64 ビット）以上のバージョン

に対応していること。インターネット系環境は、LGWAN 環

境から仮想ブラウザで接続している。インターネット回線

は秋田県情報セキュリティクラウドを利用し、この他のイ

ンターネット回線の用意はありません。 

なお、事前に管理者が利用可能であるかをテストする場

合は、接続 URL 等を指示すること。 

2 ページ 

5 業務概要 

(５) スケジュール 

令和７年 ６月  契約締結 機能要件等確定 

令和７年 ７月～ アプリ開発・仕様調整 

令和７年 8 月～ 事業広報の計画、広報媒体の作成 

令和７年 ９月～ 運用テスト 

令和７年 10 月～ 運用開始 

令和７年 ７月  契約締結 機能要件等確定 

令和７年 ８月～ アプリ開発・仕様調整 

令和７年 ９月～ 事業広報の計画、広報媒体の作成 

令和７年 10 月～ 運用テスト 

令和７年 11 月～ 運用開始 

  



実施要領等修正箇所 

03_健康管理アプリ_提供業務仕様書 

当該箇所 修正前 修正後 

3 ページ 

3 本調達の要件 

3.1 履行期間 

（１）本システムの初期構築作業 

契約締結日から令和７年９月３０日まで 

（２）本システムの提供 

本稼働の開始日（令和７年１０月１日）から令和８年

３月３１日まで 

なお、履行期間満了時については、必要に応じて契約

更新をする場合がある。 

（１）本システムの初期構築作業 

契約締結日から令和７年１０月３１日まで 

（２）本システムの提供 

本稼働の開始日（令和７年１１月１日）から令和８年

３月３１日まで 

なお、履行期間満了時については、必要に応じて契約

更新をする場合がある。 

9 ページ 

9 スケジュール 

9.1 サービス開始日  

令和７年１０月１日 令和７年１１月１日 
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05_別紙 2 非機能要件一覧（健康管理アプリ） 

当該箇所 修正前 修正後 

非機能要件一覧（類型：健康管

理アプリ） 

なし 回答欄を追加 

 

  



実施要領等修正箇所 

別紙「選考評価基準」 

当該箇所 修正前 修正後 

提案項目【機能】 下記の項目を満たす健康アプリであるか。 

①デジタル地方創生モデル仕様書に準拠したサービスであ

ること 

※別紙１デジタル仕様書の解答欄における対応可否の割合 

②デジタル庁のデジタル地方創生サービスカタログ（2024

年冬版）に掲載され、★が付いているサービスであること 

③スタートアップの提供するサービスであること 

下記の項目を満たす健康アプリであるか。 

①デジタル地方創生モデル仕様書に準拠したサービスであ

ること 

※別紙１デジタル仕様書の解答欄における対応可否の割合 

②デジタル庁のデジタル地方創生サービスカタログ（2024

年冬版）に掲載され、★が付いているサービスであること 

③スタートアップの提供するサービスであること 

 

 


